
第２回 委員会

資料－１

第２回城原川流域委員会

議 事 次 第

日時：平成15年12月18日（木）13:30～16:00

場所：はがくれ荘（佐賀市）

１ 開会

２ 挨拶

３ 委員紹介、連絡事項

４ 委員長挨拶

５ 議事

（１）委員会の“話し合いルール”について 【資料-2】

（２）論点について 【資料-3･4】

（３）住民意見の反映方法について 【資料-3･4】

（４）次回委員会について 【資料-5】

６ 閉会



第２回委員会

資料－２

○城原川流域委員会での話し合いルール

◎三つの原則

①自由で平等な発言の確保

②創造的な討論

③１年を目途に合意形成に向けた努力

●八つのルール

①自由で対等な立場での発言を確保する。

②特定個人や団体の批判は行わない。

③参加者は立場を越えて議論する。

④分かりやすい説明、お互いの心情への理解、基本的なモラルの遵守を心がける。

⑤客観的な事実の認識と人の心情の理解とを区別し、また、その両方に配慮する。

⑥その都度の委員会でまとめを必ず行い、合意された事項を確認する。

、 。⑦長期的に取り扱うものと短期的に取り扱うものを区別し 実現可能な提言を目指す

⑧多様な意見の存在を認めた上で創造的な話し合いを心がけ、意見の違いを超えて合

意文書の作成を目指すとともに、合意形成された文書は全員の責任において確認す

る。

以 上
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第２回 委員会  
資料－４  

城原川流域委員会での論点、住民の意見反映方法について（各委員からの意見要旨（案）） 

 
キーワード 論点要旨 キーワード 意見反映方法要旨 

 

野越 

 

 

 

 

 

環境用水の確保 

 

 

 

 

（蒲地弘明） 

○ 流域全体の住民の生命・財産を守るために、野越を無くして河川の

安全度が確保できるような対策が必要でないか。 

 

○ 渇水期の河川内は正常な状況とは言い難い。また、クリークの水質

悪化が見られる。 

 

○ 河川内はもとより、周辺部を含めた環境用水の確保が出来るような

対策が必要でないのか。 

 

 

各界各層 

現状の説明、

理解 

問題意識の醸

成 

 

○ 地域の各界各層の方々に流域の現状を十分に説明し、理解をしてもら

う必要がある。 

 

○ 問題意識が譲成されてくれば、問題の解決に向けた対応案を示す。 

 

 

○ 住民の意見が反映されるよう話し合いを重ねる。 

 

 

野越 

 

堰 

 

 

 

 

 

景観・環境 

 

文化 

 

（小宮睦之） 

○ （治水）野越は残すか否かで管理上大きく変わってくる。 

 

○ （治水）各地の堰の管理を統一できないか。（危険分散） 

 

○ （治水）水害の許容範囲は。 

 

○ （利水）上流優先の仕組みでよいのか。（堰の位置と管理） 

 

○ （環境）景観や自然環境を大切にすべき。 

 

○ （文化）近代化遺産や民俗芸能の存続 

 

 

住民の中での

議論 

情報の共有化 

 

流域住民の責

任 

情報 

 

○ 行政対住民という形での説明会ではなく、住民の中での議論が必要。 

 

○ 上流、中流、下流域でのそれぞれの情報を共有する。 

 

○ 河川管理は流域住民の責任という位の視点が必要。 

 

○ 情報の中には川の怖さ、楽しさが必要。 
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被害状況 

 

 

 

ガタ土 

 

水質 

 

環境 

 

 

水不足 

 

（飯盛和代） 

○ 城原川と県内の他の地域の河川との被害状況の比較が必要 

 

○ 豪雨による水害の激減の理由 

 

○ ガタ土の問題については、他河川との比較検討が必要 

 

○ ダムの貯水による河川の水質変化の考慮 

 

○ Ｓ６３ガタ土掘削による環境への影響の有無。 

○ ダムに関係する地域の環境の考慮 

 

○ 水不足の状況と佐賀導水事業との関連について 

 

小区分 

 

○ 地域住民からの意見を小区分ごと（区長、世話役、代表者など）にま

とめ委員会に報告し十分に審議する。 

 

 

 

流域空間 

論点の明確化 

 

話し合いの進

め方、ルール 

 

現状認識 

 

 

 

議論の順序 

 

 

（桑子敏雄） 

○ 城原川の流域空間を豊かにしていくために、必要な論点を明確にし、

整理する。 

 

○ 話し合いのルールづくりについて（三つの原則と八つのルール） 

 

 

○「城原川のいいところ」「城原川の他の川との共通点」「城原川の問

題点」について明らかにする。 

 

 

○ 空間の管理において、リスク・マネジメント、安全、安心管理の面

から、｢利水｣｢環境｣｢歴史・文化｣｢教育｣｢生活｣｢やすらぎ＆レクリエ

ーション｣｢景観・観光｣｢治水｣の順序で議論すべきである。 

 

流域住民の認

識 

情報の共有化 

 

 

発言しやすい

環境の整備、 

プロセスの確

保 

 

多様なルート 

多様な手段 

 

多様な人々 

 

補助的な手段 

 

 

○ 筑後川、城原川についての情報を流域住民に認識してもらう。 

 

○ 河川法の改正など、住民意見の反映という手続きの背景にあたる状況

について十分に情報を提供することが大切である。 

 

○ 発言しやすい環境を整備するとともに、多様な意見を掘り起こし、適

切に総括して、それを反映させるプロセスを確保することが必要。 

 

 

 

○ 多様なルートの確保が必要。 

○ 公聴会だけでなく、多様な手段を用いて直接住民の意見を聞く機会を

できるだけ多数設けるべき。 

○ できるだけ多様な人々が参加できるように工夫。 

 

○ アンケートやインターネットは補助的な手段と位置付けるべき。 
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歴史・環境 

 

 

治水対策と

環境 

天井川、野

越、堰 

 

 

 

 

 

（井上英幸） 

 

○ 現在の城原川の自然環境をどう評価するか。（歴史的な背景（野越、

草堰、石積堰など）、環境（天井川、生物相）について） 

 

○ 治水対策の環境面からの問題点（天井川、野越、草堰および石積堰）

 

○ 河道処理、遊水地設置後の環境変化の問題点 

 

○ ダム設置による環境変化の問題点（環境評価、ダム予定地と城原川

の重要度の比較） 

 

 

小地域 

 

 

 

 

環境の説明 

 

情報開示 

 

 

○ 公聴会、説明会、対話集会、アンケート、意見文募集等 

 

○ 説明会や対話集会を関係する小地域を対象に行う。（意見を出せない

人への配慮） 

 

○ 環境問題もていねいに説明してほしい。 

 

○ 情報は出来るだけ分かり易く開示してほしい。 

 

 

 

予測 

 

維持管理 

 

 

 

 

 

リスクマネー

ジメント 

 

 

 

 

（藤永正弘） 

 

○ 現況河川に関する評価（評価理由と未来予測） 

 

○（治水）技術的観点、確率論、維持管理手法、危機管理 

 

○（利水）利水目的、親水や環境用水の現況、将来の予測 

 

○（環境）流域の環境の評価、優先順位、現状維持と改善 

 

○ 治水上、何らかの対応が必要と判断した場合（基礎資料の妥当性、

工法の選定、リスクマネージメント、比較検討） 

○ ダムの場合の重点項目（受益者負担、環境変化に関する対応、地元

の経済、ダム以外の整備、ダムの維持管理） 

 

 

情報公開 

 

 

対話集会 

 

規模 

 

回数 

 

 

○ 情報公開と地元説明会の実施（住民に身近な問題として気づいてもら

う） 

 

○ 第三者をコーディネーターとし、事業主体や県と住民との対話集会を

持つ。 

○ 大字（オオアザ）単位規模が望ましい。 

 

○ 同地区で3回程度の開催（気づく、判断する、結論を出す） 
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野越 

堰、浮泥 

天井川、水質 

 

復興活用策 

 

他事業との関連 

 

 

河川整備基本方針 

 

河川整備 

（松﨑治朗） 

○ 治水、利水の現状把握（流況、野越し、三千石堰、お茶屋

堰、浮泥対策、天井川、水質） 

 

 

○ 環境・文化等について行政（地元）の振興活用策 

 

○ 他事業との関連（筑後川下流用水事業、県営かんがい用水

事業、佐賀導水事業） 

 

○ 筑後川水系河川整備基本方針との関係について 

 

○ 河川整備の検討・協議（治水、利水、維持流量、環境、文化等） 

 

 

意向把握の対

象、段階 

 

意向調査、訪

問 

 

 

公聴会 

 

○ 関係の町村、農業、漁業、流域住民等の意向把握（城原川をどの様な

川にしたいか） 

 

○ まとめ（素案）段階での意向把握 

 

○ 意向調査、関係先への訪問、意見交換等 

 

○ 公聴会 

 

 

 

メリット・

デメリット 

 

天井河川 

 

 

 

利水 

 

安全・快適 

文化・くら

し 

 

（佐藤悦子） 

○ ダムを作った場合のメリット、デメリットまたその逆についての議

論が必要。 

 

○ 天井河川区間の掘削はどのくらいで埋め戻されたか。 

 

○ 土手の強度はどのくらい把握しているか。 

 

○ 広大な平地を利用した水保存はできないか。 

 

○ すべての人と生き物が安全で快適に文化的にくらしてい

けるか。 

 

 

 

上・中・下流 

 

アンケート 

 

水没地域 

 

意見交換会 

回数 

 

○ 流域各地区の区長及び住民の方々との意見交換を上、中、下流域数ヶ

所で行う。（数回） 

○ アンケートによる調査（数回） 

 

○ 水没地区の方々との話し合い（数回） 

 

○ 全ての住民参加による意見交換会（1回） 
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共通の認識 

 

 

 

 

 

整備目標 

 

 

 

（竹下泰彦） 

 

○ 水の問題の協議では、我田引水の議論では解決策が見いだせないた

め、各委員が地域が抱える問題や要望を理解し、共通の認識とする

ことが必要。 

 

 

 

○ 計画洪水流量等の議論を基に、大まかな整備目標を委員会の方向性

として打ち出し、それを実現するためにはどうしたらよいかの議論

を行ってはどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

公聴会 

 

 

現地調査 

 

 

○ 地域の要望なり問題点なりを地域の皆さんから聞き取る公聴会をまず

開催 

 

○ 渇水の時期と洪水の時期に現地を調査 

 

 

現状認識 

 

河川整備 

 

 

代替案 

 

 

環境 

（実松英治） 

 

○ 現地の河川状況とこれまでの洪水状況の分析 

 

○ 地況にあった一番適切な河川整備を図ることが今後の今後の治水保

持に重要。 

 

○ ダムの他の解決できる要素（護岸の補強対策、堤防の上積、遊水地

調整池の造成） 

 

○ 自然環境を後世に残す。 

 

 

 

 

水没地域 

 

 

○ 先ず、水没者住民の心情を充分に汲みとる。 
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費用対効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（益田 学） 

 

○ 治水、利水、環境、文化等、各分野に渡り深く掘り下げ、要点を絞

って議論 

 

○ 費用対効果の点から色々な選択肢を模索 

 

○ 財政負担（水特法）の明確な資料の提示が必要。 

 

○ ダムありきの対応では理解は得られない。 

 

 

 

 

場所、回数、 

 

情報公開 

 

 

○ 公共事業の主役は地域住民 

 

○ 公聴会等は出来得る限りの場所と回数をとり、情報を最大限に公開 

 

 

現状認識 

 

 

 

代替案 

 

不特定用水 

 

（佐藤正治） 

 

○ 昭和２８年出水以来、大きな災害は発生していない現状。 

 

○ 水没地域で３０年以上の議論の実態を下流域に理解していただく。

 

○ ダムに代わる治水の方法も十分に検討すべき。 

 

○ 不特定用水の必要性がどの程度あるか明らかにすべき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート 

 

 

水没地域 

 

 

 

○ より多くの住民意見を反映させるべき。 

○ 住民アンケートも一つの方法 

 

○ 水没地域には３つの組織が、現在活動されている。 
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現状認識 

 

クリーク、溜

地、堰、淡水

取水 

 

 

野越 

 

 

 

 

 

 

（宮地米蔵） 

 

○ 城原川の流域および山地と平地割合の再度調査が必要。 

 

○ 城原川流域が昔から用水、排水ともに水に困っている現状を認識す

べき（クリーク、溜地、三千石堰、草堰、お茶屋堰、淡水取水） 

 

○ 城原川の経緯（馬場川、野越し、排水規制） 

 

○ 野越しと三千石堰  

 

  

 

 

現状認識 

 

流域の状況 

整備状況 

 

 

 

環境 

 

予測 

生活環境 

（白武義治） 

 

○ 地元の背景、状況 

 

○ 昭和２８年大水害前後の城原川流域の状況（整備状況、城原川の治

水・利水の機能の高度化、戦後の洪水発生とその被害状況）。 

 

○ ダム建設に伴う予測される県及び各流域自治体の財政負担。 

 

○ ダムをめぐる予想される環境問題と行政・財政的対応。 

 

○ 大降雨、人口、水需要、地域経済情勢、地方自治体の財政状況の予

測と将来の生活環境の維持方策。 

 

○ 予定地が被った影響・風評被害の経済的評価。 

 

 

 

現状の説明、

理解 

 

費用対効果の

説明 

 

 

 

 

○ 各委員からの論点について具体的に明快に説明を行い、その理解上で、

地域住民の意見を伺う。 

 

 

○ ｢費用対効果｣を利水・治水・環境の側面で具体的に説明し、判断を仰

ぐ。 
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治水 

 

 

降雨特性 

 

リスクの変遷 

 

利水 

 

他事業 

 

環境 

（古賀憲一） 

 

○ 安全性とリスクとの違いについて、少なくとも河川管理者からのよ

り丁寧な説明に加えて、説明を受ける側に対してはそのことを理解

する努力が必要。 
○ 周辺流域（地域）との降雨特性の違いについて比較しておくことが

必要 

○ 将来のリスクに対処するために過去と現在のリスクを知ることが必

要。 

○ 広域利水供給の安定化に加えて渇水時における影響の把握（広域利

水の枠組みで計画された事業、水収支の現状把握） 

○ 既存事業の変更が、他事業へ与える影響の把握及びその公表が重要

○ 自然環境を議論の対象に入れるならば、何らかの自然観が必要。治

水や利水を水量のみの問題として位置づけて議論が偏ると将来禍根

を残すことになりかねない。 

 

  

    



城原川流域委員会の進め方（案） （今後半年間で方向性を決める） 第２回 委員会
資料－５

話し合いのルールづくり話し合いのルールづくり

委員の意見把握委員の意見把握

〔論点〕

・城原川への思い、現状認識

・論点

〔住民意見の反映方法〕

第2回委員会

現状認識、価値観の認識・共有化

利水 環境 歴史・文化 景観 治水
等

住民意見の反映第3回委員会

議論の
順序

住民意見の反映論点に対する議論

議論を踏まえた対応案に
ついて議論

暮らしと城原川流域空間のあり方：意見集約第7回委員会



次回日程については

下記のとおりとします。

日時：平成16年1月22日（木）午後1時30分～5時

場所：ルネッサンスホテル創世（佐賀市）TEL 0952-33-5511




